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介護と介護事業を守り、よくする！

天晴れ介護サービス総合教育研究所（株）

介護福祉士 介護支援専門員

代表取締役 榊原 宏昌

解釈通知含む！
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内容令和６年度介護報酬改定

■１月２２日の答申内容と
３月８日発出の解釈通知案をもとに
要点をまとめました
■正確には厚生労働省の資料を
ご確認下さい
■個人の学習とともに、
法人内研修等でもご活用下さいませ
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講師プロフィール
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◎昭和52年、愛知県生まれ 介護福祉士、介護支援専門員
◎京都大学経済学部卒業後、平成12年、特別養護老人ホームに介護職として勤務
◎社会福祉法人、医療法人にて、生活相談員、グループホーム、居宅ケアマネジャー、

有料老人ホーム、小規模多機能等の管理者、新規開設、法人本部の実務に携わる
◎15年間の現場経験を経て､平成27年4月｢介護現場をよくする研究･活動｣を目的に独立
◎著書、雑誌連載多数。講演、コンサルティングは年間400回を超える
◎ブログ、facebook、毎朝5:55のライブ配信など毎日更新中
◎YouTubeや動画ライブラリーでは500本以上の動画を配信
◎介護と介護事業を守り、よくする教育インフラ「リーダーズ・プログラム（年会費制）」を主催
◎「継続的な学習」を当たり前に。「リーダー」を1人でも多く増やすために、日々活動中
◎4児の父、趣味はクラシック音楽
◎天晴れ介護サービス総合教育研究所 https://www.appare-kaigo.com/ 「天晴れ介護」で検索

■日本福祉大学 社会福祉総合研修センター 兼任講師 ■全国有料老人ホーム協会 研修委員
■稲沢市 地域包括支援センター運営協議会委員 ■HMS介護事業経営コンサルタント
■出版実績：中央法規出版、中央法規出版、ナツメ社、その他10冊以上
■平成20年第21回ＧＥヘルスケア・エッセイ大賞にてアーリー・ヘルス賞を受賞
■榊原宏昌メールアドレス sakakibara1024@gmail.com
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■15年間の現場＋本部での経験

■10年間のコンサルティング経験

■経営から現場まで
要点を分かりやすく！



Copyright (c) hiromasa sakakibara.All rights reserved.

居宅介護支援
○１（１）①居宅介護支援における特定事業所加算の見直し
ヤングケアラー、障害者、生活困窮、難病等、知識等に関する事例検討会、研修参加
(主任)介護支援専門員の専任要件について、予防や総合相談との兼務可
運営基準減算に係る要件を削除／介護支援専門員一人当たりの利用者数／＋14単位
○１（１）②居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合
の取扱い（予防のみ）
指定を受ける場合の新たな区分（＋34単位）／介護支援専門員のみの配置でOK
○１（１）③他のサービス事業所との連携によるモニタリング★
以下の要件を設けた上でオンラインモニタリング可能
利用者の同意／主治医、担当者等の合意（状態の安定、意思疎通（家族サポートも可、
他事業者からの情報活用）／少なくとも２月１回（予防６月１回）居宅訪問
○１（３）⑩入院時情報連携加算の見直し
入院当日／入院日以前OK／営業時間終了後又は営業日以外の入院は翌日含む
入院時情報連携加算（Ⅰ）250単位／月
入院した日の翌日又は翌々日／営業時間終了後の入院、入院日から起算して3日目が営
業日でない場合はその翌日も含む→（Ⅱ）200単位
○１（３）⑪通院時情報連携加算の見直し
⻭科医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席した場合も対象とする
○１（４）⑥ターミナルケアマネジメント加算等の見直し
対象疾患を末期の悪性腫瘍に限定しない／
特定事業所医療介護連携加算のターミナルケアマネジメント加算算定15回以上
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14 特定事業所加算について
① ⑴関係
常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業

所の業務に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と
兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務をしても差し支
えないものとする。なお、「当該指定居宅介護支援事業所の他の職務」と
は、地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者からの
委託を受けて指定介護予防支援を提供する場合や、地域包括支援センター
の設置者からの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合等が考えられる。

② ⑵関係
常勤かつ専従の介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の

業務に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務
をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業所（当該指定居宅介護
支援事業者が指定介護予防支援の指定を受けている場合に限る。⑭から⑯
において同じ。）の職務と兼務をしても差し支えないものとする。なお、
「当該指定居宅介護支援事業所の他の職務」とは、地域包括支援センター
の設置者である指定介護予防支援事業者からの委託を受けて指定介護予防
支援を提供する場合や、地域包括支援センターの設置者からの委託を受け
て総合相談支援事業を行う場合等が考えられる。

居宅介護支援 特定事業所加算
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⑧ ⑻関係
多様化・複雑化する課題に対応するために、家族に対する介護等を日常的に

行っている児童、障害者、生活困窮者、難病患者等、介護保険以外の制度
や当該制度の対象者への支援に関する事例検討会、研修等に参加している
こと。なお、「家族に対する介護等を日常的に行っている児童」とは、い
わゆるヤングケアラーのことを指している。

また、対象となる事例検討会、研修等については、上記に例示するもののほ
か、仕事と介護の両立支援制度や生活保護制度等も考えられるが、利用者
に対するケアマネジメントを行う上で必要な知識・技術を修得するための
ものであれば差し支えない。

居宅介護支援 特定事業所加算
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㉖ 指定介護予防支援業務の受託に関する留意点（第 26 号）
指定居宅介護支援事業者は、地域包括支援センターの設置者である指定介

護予防支援事業者から指定介護予防支援業務を受託するにあたっては、
その業務量等を勘案し、指定介護予防支援業務を受託することによって、
当該指定居宅介護支援事業者が本来行うべき指定居宅介護支援業務の適
正な実施に影響を及ぼすことのないよう配慮しなければならない。

→介護予防支援の指定を受けると「提供拒否禁止の原則」が適応される

居宅介護支援 予防の指定
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㉖ 市町村⻑に対する情報の提供（第 29 条）
指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、法第 115条の

30 の２第１項の規定により市町村⻑から情報の提供を求められた場合に
は、市町村⻑に対し、情報提供を行うことを義務付けるものである。

また、提供を行う情報については、以下に掲げる事項のうち、市町村⻑に
求められた情報を提供するものとする。

・ 介護予防サービス計画の実施状況
・ 基本チェックリスト
・ 利用者基本情報
・ 介護予防支援経過記録
・ サービス担当者会議の開催等の状況
・ 介護予防支援に係る評価
・ その他市町村⻑が必要と認める事項

居宅介護支援 予防の指定
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居宅介護支援 予防の指定
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⑭ モニタリングの実施（第 14 号）
介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、居宅サービス計画の作成

後においても、利用者及びその家族、主治の医師、指定居宅サービス事
業者等との連絡を継続的に行うこととし、当該指定居宅サービス事業者
等の担当者との連携により、モニタリングが行われている場合において
も、特段の事情のない限り、少なくとも１月に１回は利用者と面接を行
い、かつ、少なくとも１月に１回はモニタリングの結果を記録すること
が必要である。また、面接は、原則、利用者の居宅を訪問することによ
り行うこととする。

ただし、基準第 13 条第 14 号ロ⑴及び⑵の要件を満たしている場合であっ
て、少なくとも２月に１回利用者の居宅を訪問し、面接するときは、利
用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して面
接を行うことができる。なお、テレビ電話装置等を活用して面接を行う
場合においても、利用者の状況に変化が認められた場合等においては、
居宅を訪問することによる面接に切り替えることが適当である。また、
テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働
省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ
イダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイド
ライン」等を遵守すること。

居宅介護支援 モニタリング
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テレビ電話装置等を活用して面接を行うに当たっては、以下のイからホに
掲げる事項について留意する必要がある。

イ 文書により利用者の同意を得る必要があり、その際には、利用者に対し、
テレビ電話装置等による面接のメリット及びデメリットを含め、具体的
な実施方法（居宅への訪問は２月に１回であること等）を懇切丁寧に説
明することが重要である。なお、利用者の認知機能が低下している場合
など、同意を得ることが困難と考えられる利用者については、後述のロ
の要件の観点からも、テレビ電話装置等を活用した面接の対象者として
想定されない。

ロ 利用者の心身の状況が安定していることを確認するに当たっては、主治
の医師等による医学的な観点からの意見や、以下に例示する事項等も踏
まえて、サービス担当者会議等において総合的に判断することが必要で
ある。

・ 介護者の状況の変化が無いこと。
・ 住環境に変化が無いこと（住宅改修による手すり設置やトイレの改修等

を含む）
・ サービス（保険外サービスも含む）の利用状況に変更が無いこと

居宅介護支援 モニタリング
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ハ テレビ電話装置等を活用して面接を行うに当たっては、利用者がテレビ
電話装置等を介して、利用者の居宅において対面で面接を行う場合と同
程度の応対ができる必要がある。なお、テレビ電話装置等の操作につい
ては、必ずしも利用者自身で行う必要はなく、家族等の介助者が操作を
行うことは差し支えない。

ニ テレビ電話装置等を活用して面接を行う場合、画面越しでは確認できな
い利用者の健康状態や住環境等の情報については、サービス事業所の担
当者からの情報提供により補完する必要がある。この点について、サー
ビス事業所の担当者の同意を得るとともに、サービス事業所の担当者の
過度な負担とならないよう、情報収集を依頼する項目や情報量について
は留意が必要である。

なお、サービス事業所の担当者に情報収集を依頼するに当たっては、別途
通知する「情報連携シート」を参考にされたい。※未発出

ホ 主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得る方法としては、サービ
ス担当者会議のほか、利用者の通院や訪問診療への立会時における主治
の医師への意見照会や、サービス事業所の担当者との日頃の連絡調整の
際の意見照会も想定されるが、いずれの場合においても、合意に至るま
での過程を記録しておくことが必要である。

居宅介護支援 モニタリング
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居宅介護支援等における入院時情報連携加算、退院・退所加算及びモニタリ
ングに係る様式例の提示について

標記について、今般下記のとおり定めたので御了知の上、管内市町村、関係
団体、関係機関等にその周知徹底を図ると共に、その運用に遺漏のないよ
うにされたい。

なお、当該様式は当該加算の算定を担保するための標準様式例として提示す
るものであり、当該様式以外の様式等の使用を拘束する趣旨のものではな
い旨、念のため申し添える。

記

・入院時情報連携加算に係る様式例（別紙１）
・退院・退所加算に係る様式例（別紙２）
・モニタリングに係る情報連携シート（別紙３）

居宅介護支援 モニタリング
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16 入院時情報連携加算について
⑵ 入院時情報連携加算(Ⅰ)
利用者が入院した日のうちに、医療機関の職員に対して必要な情報を提供し

た場合に所定単位数を算定する。なお、入院の日以前に情報提供した場合
及び指定居宅介護支援事業所における運営規程に定める営業時間終了後又
は営業日以外の日に入院した場合であって、当該入院した日の翌日に情報
を提供した場合も、算定可能である。

⑶ 入院時情報連携加算(Ⅱ)
利用者が入院した日の翌日又は翌々日に、医療機関の職員に対して必要な情

報を提供した場合に所定単位数を算定する。なお、運営規程に定める当該
指定居宅介護支援事業所の営業時間終了後に入院した場合であって、当該
入院した日から起算して３日目が運営規程に定める当該指定居宅介護支援
事業所の営業日以外の日に当たるときは、当該営業日以外の日の翌日に情
報を提供した場合も、算定可能である。

居宅介護支援 入院時情報連携加算
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20 ターミナルケアマネジメント加算について
⑶ ターミナルケアマネジメントを受けることについて利用者又はその家族が

同意した時点以降は、次に掲げる事項を支援経過として居宅サービス計画
等に記録しなければならない。

③ 当該利用者が、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の
見込みがないと診断した者に該当することを確認した日及びその方法

⑸ ターミナルケアマネジメントにあたっては、終末期における医療・ケアの
方針に関する利用者又は家族の意向を把握する必要がある。また、その際
には、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに
関するガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケ
アの方針が実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族と必要な
情報の共有等に努めること。

居宅介護支援 ターミナルケアマネジメント加算
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居宅介護支援
○１（５）④業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入★
未策定＋訓練等の措置、減算1％／1年間経過措置／情報公表／運営基準上は義務
○１（６）①高齢者虐待防止の推進★
指針、委員会、研修、担当者などの措置が講じられていない場合減算1％
○１（６）②身体的拘束等の適正化の推進★
身体拘束に対する内容を運営基準上明確化
○２（１）⑫ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化
通所リハ・訪問リハ利用時の「主治の医師等」に、入院中の医療機関の医師を含む
○３（２）①テレワークの取扱い★
個人情報の管理／利用者の処遇に支障ない／職種や業務ごとに具体的な考え方
○３（３）⑭公正中立性の確保のための取組の見直し
前６か月間に作成したケアプランの集中度合について、利用者説明を努力義務とする
○３（３）⑮介護支援専門員１人当たりの取扱件数（報酬）
居宅介護支援費（Ⅱ）：ケアプランデータ連携システムを活用／事務職員を配置
（ⅰ）の取扱件数を「45 未満」→「50 未満」／（ⅱ）「50 以上60 未満」へ
取扱件数の算出に当たり、指定介護予防支援の提供を受ける利用者数は３分の１

17
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⑾ 業務継続計画未策定減算について
業務継続計画未策定減算については、指定居宅サービス等基準第 30 条の２

第１項（指定居宅サービス等基準第 39 条の３において準用する場合を含
む。）に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月（基準
を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月）から基準を
満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員につ
いて、所定単位数から減算することとする。

なお、経過措置として、令和７年３月 31 日までの間、当該減算は適用しな
いが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。

第三十条の二 指定訪問介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の
提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続
計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

２ 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び
訓練を定期的に実施しなければならない。

３ 指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う
ものとする。

業務継続計画未策定減算

18
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⑽ 高齢者虐待防止措置未実施減算について
高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発

生した場合ではなく、指定居宅サービス基準第 37 条の２（指定居宅サー
ビス等基準第 39 条の３において準用する場合を含む。）に規定する措置
を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算すること
となる。

具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催
していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待
防止のための年１回以上の研修を実施していない又は高齢者虐待防止措置
を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合、速やか
に改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から３月後に改
善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じ
た月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員につい
て所定単位数から減算することとする。

虐待防止措置未実施減算
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③ 指定訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命
又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を
行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合に
あっても、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急
やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の
３つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等
の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録
しておくことが必要である。

なお、居宅基準第 39 条第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保存し
なければならない。

居宅サービスの身体拘束

20
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構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、感染対策を担当
する者（以下「感染対策担当者」という。）を決めておくことが必要で
ある。

なお、同一事業所内での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当
(※)の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支え
ない。

ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利用者や事
業所の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂行
する上で支障がないと考えられる者を選任すること。

(※)身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望まい。）、
感染対策担当者（看護師が望ましい。） 、事故の発生又はその再発を防
止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待の発生又はその
再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者

委員会、担当者について
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６ 居宅介護支援の業務が適切に行われない場合
注６の「別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合」については、大臣

基準告示第 82 号に規定することとしたところであるが、より具体的には
次のいずれかに該当する場合に減算される。

これは適正なサービスの提供を確保するためのものであり、運営基準に係る
規定を遵守するよう努めるものとする。市町村⻑（特別区の区⻑を含む。
以下この第３において同じ。）は、当該規定を遵守しない事業所に対して
は、遵守するよう指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事
情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。

⑴ 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、利用
者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができる
ことについて説明を行っていない場合には、契約月から当該状態が解消さ
れるに至った月の前月まで減算する。

居宅介護支援 運営基準減算
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※以下が削除された
・ 利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定

理由の説明を求めることができること
・ 前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス

計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通
所介護（以下⑴において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けら
れた居宅サービス計画の数が占める割合及び前６月間に当該指定居宅介護
支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介
護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着
型サービス事業者によって提供されたものが占める割合

について文書を交付して

居宅介護支援 運営基準減算
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⑷ 居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（以下
「モニタリング」という。）に当たっては、次の場合に減算されるもので
あること。

① 当該事業所の介護支援専門員が次に掲げるいずれかの方法により、利用者
に面接していない場合には、特段の事情のない限り、その月から当該状態
が解消されるに至った月の前月まで減算する。

イ １月に１回、利用者の居宅を訪問することによって行う方法。
ロ 次のいずれにも該当する場合であって、２月に１回、利用者の居宅を訪問

し、利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用し
て行う方法。

ａ テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者
の同意を得ていること。

ｂ サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担
当者その他の関係者の合意を得ていること。

(ⅰ) 利用者の心身の状況が安定していること。
(ⅱ) 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。
(ⅲ) 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握

できない情報について、担当者から提供を受けること。

居宅介護支援 運営基準減算
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当該常勤の介護支援専門員の配置は利用者の数（当該指定居宅介護支援事
業者が介護予防支援の指定を併せて受け、又は地域包括支援センターの
設置者である指定介護予防支援事業者から委託を受けて、当該指定居宅
介護支援事業所において指定介護予防支援を行う場合にあっては、当該
事業所における指定居宅介護支援の利用者の数に当該事業所における指
定介護予防支援の利用者の数に３分の１を乗じた数を加えた数。以下こ
の⑴において同じ。）44 人（当該指定居宅介護支援事業所においてケア
プランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職員を配置している場
合は 49 人）に対して１人を基準とするものであり、利用者の数が 44 人
（当該指定居宅介護支援事業所においてケアプランデータ連携システム
を活用し、かつ、事務職員を配置している場合は 49 人）又はその端数を
増すごとに増員するものとする。ただし、当該増員に係る介護支援専門
員については非常勤とすることを妨げるものではない。

なお、地域における介護支援専門員や居宅介護支援事業所の充足状況等も
踏まえ、緊急的に利用者を受け入れなければならない等のやむを得ない
理由により利用者の数が当該基準を超えてしまった場合においては、直
ちに運営基準違反とすることのないよう留意されたい。

居宅介護支援の人員基準
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また、当該非常勤の介護支援専門員に係る他の業務との兼務については、
介護保険施設に置かれた常勤専従の介護支援専門員との兼務を除き、差
し支えないものであり、当該他の業務とは必ずしも指定居宅サービス事
業の業務を指すものではない。

なお、事務職員の配置については、その勤務形態は常勤の者でなくても差
し支えない。また、当該事業所内の配置に限らず、同一法人内の配置で
も認められる。勤務時間数については特段の定めを設けていないが、当
該事業所における業務の実情を踏まえ、適切な数の人員を配置する必要
がある。

居宅介護支援の人員基準
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なお、以下のような、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等や
むを得ない理由がある場合については、管理者を介護支援専門員とする
取扱いを可能とする。

・ 本人の死亡、⻑期療養など健康上の問題の発生、急な退職や転居等不測
の事態により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった
場合であって、主任介護支援専門員を管理者とできなくなった理由と、
今後の管理者確保のための計画書を保険者に届け出た場合。

なお、この場合、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を１年間
猶予するとともに、当該地域に他に居宅介護支援事業所がない場合など、
利用者保護の観点から特に必要と認められる場合には、保険者の判断に
より、この猶予期間を延⻑することができることとする。

・ 特別地域居宅介護支援加算又は中山間地域等における小規模事業所加算
を取得できる場合

また、令和９年３月 31 日までの間は、令和３年３月 31 日時点で主任介護
支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当
該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件
の適用を猶予することとしているが、指定居宅介護支援事業所における
業務管理や人材育成の取組を促進する観点から、経過措置期間の終了を
待たず、管理者として主任介護支援専門員を配置することが望ましい。

居宅介護支援の人員基準
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⑵ ケアプランデータ連携システムの活用
「公益社団法人国⺠健康保険中央会（昭和 34 年１月１日に社団法人国⺠健

康保険中央会という名称で設立された法人をいう。）が運用及び管理を行
う指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電
子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理
システム」は、いわゆる「ケアプランデータ連携システム」を指しており、
ケアプランデータ連携システムの利用申請をし、クライアントソフトをイ
ンストールしている場合に当該要件を満たしていることとなり、当該シス
テムによる他の居宅サービス事業者とのデータ連携の実績は問わない。

⑶ 事務職員の配置
事務職員については、当該事業所の介護支援専門員が行う指定居宅介護支援

等基準第 13 条に掲げる一連の業務等の負担軽減や効率化に資する職員と
するが、その勤務形態は常勤の者でなくても差し支えない。なお、当該事
業所内の配置に限らず、同一法人内の配置でも認められる。勤務時間数に
ついては特段の定めを設けていないが、当該事業所における業務の実情を
踏まえ、適切な数の人員を配置する必要がある。

※現行はケアマネ1人あたり24H

居宅介護支援 逓減制緩和
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また、指定居宅介護支援は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者
の立場に立って行われるものであり、居宅サービス計画は基準第１条の
２の基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものである。このた
め、指定居宅介護支援について利用者の主体的な参加が重要であり、居
宅サービス計画の作成にあたって利用者から介護支援専門員に対して複
数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めること等につき十分説明を
行わなければならない。なお、この内容を利用申込者又はその家族に説
明を行うに当たっては、併せて、居宅サービス計画原案に位置付けた指
定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能であるこ
とにつき説明を行うとともに、理解が得られるよう、文書の交付に加え
て口頭での説明を懇切丁寧に行うことや、それを理解したことについて
利用申込者から署名を得ることが望ましい。

さらに、基準第１条の２の基本方針に基づき、指定居宅介護支援の提供に
あたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立っ
て、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指
定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう（中略）

十分説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。

居宅介護支援 説明と同意
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居宅介護支援
○３（３）⑯介護支援専門員１人当たりの取扱件数（基準）
・原則 、 要介護者数に要支援者数 １ ／３を加えた数が 44 又はその端数を増すごと
に１とする
・データを電子的に送受信するための公益社団法人国⺠健康保険中央会のシステムを
活用、かつ、事務職員を配置している場合において、 要介護者数に要支援者数 １／３
を加えた数が 49 又はその端数を増すごとに１とする 。
○４（１）⑧同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント
利用者が居宅介護支援事業所と併設・隣接しているサービス付き高齢者向け住宅等に
入居している場合／同一の建物に20名以上入居している場合／5％減算
○５②特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者
へのサービス提供加算の対象地域の明確化★
○５③特別地域加算の対象地域の見直し★
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10 指定居宅介護支援事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物
若しくは指定居宅介護支援事業所と同一の建物（以下この 10 におい「同
一敷地内建物等」という。）に居住する利用者又は指定居宅介護支援事業
所における１月当たりの利用者が同一の建物に 20 人以上居住する建物
（同一敷地内建物等を除く。）に居住する利用者に対する取扱い

⑴ 同一敷地内建物等の定義
注５における「同一敷地内建物等」とは、当該指定居宅介護支援事業所と構

造上又は外形上、一体的な建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地（当
該指定居宅介護支援事業所と建築物が道路等を挟んで設置している場合を
含む。）にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なものを指すも
のである。具体的には、一体的な建築物として、当該建物の１階部分に指
定居宅介護支援事業所がある場合や当該建物と渡り廊下でつながっている
場合など、同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物として、同一敷地
内にある別棟の建築物や幅員の狭い道路を挟んで隣接する場合などが該当
するものであること。

居宅介護支援 同一建物等減算
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⑵ 同一の建物に 20 人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）の定
義

① 「指定居宅介護支援事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に
20 人以上居住する建物」とは、⑴に該当するもの以外の建築物を指すも
のであり、当該建築物に当該指定居宅介護支援事業所の利用者が 20 人以
上居住する場合に該当し、同一敷地内にある別棟の建物や道路を挟んで隣
接する建物の利用者数を合算するものではない。

② この場合の利用者数は、当該月において当該指定居宅介護支援事業者が提
出した給付管理票に係る利用者のうち、該当する建物に居住する利用者の
合計とする。

居宅介護支援 同一建物等減算

32



Copyright (c) hiromasa sakakibara.All rights reserved.

⑶ 本取扱いは、指定居宅介護支援事業所と建築物の位置関係により、効率的
な居宅介護支援の提供が可能であることを適切に評価する趣旨であること
に鑑み、本取扱いの適用については、位置関係のみをもって判断すること
がないよう留意すること。具体的には、次のような場合を一例として、居
宅介護支援の提供の効率化につながらない場合には、減算を適用すべきで
はないこと。

（同一敷地内建物等に該当しないものの例）
・ 同一敷地であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する場合
・ 隣接する敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てられており、横断

するために迂回しなければならない場合
⑷ ⑴及び⑵のいずれの場合においても、同一の建物については、当該建築物

の管理、運営法人が当該指定居宅介護支援事業所の指定居宅介護支援事業
者と異なる場合であっても該当するものであること。

居宅介護支援 同一建物等減算
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15 特定事業所医療介護連携加算について
⑵ 具体的運用方針
ア （略）
イ ターミナルケアマネジメント加算の算定実績について
ターミナルケアマネジメント加算の算定実績に係る要件については、特定事

業所医療介護連携加算を算定する年度の前々年度の３月から前年度の２月
までの間において、算定回数が 15 回以上の場合に要件をみたすこととな
る。

なお、経過措置として、令和７年３月 31 日までの間は、従前のとおり算定
回数が５回以上の場合に要件を満たすこととし、同年４月１日から令和８
年３月 31 日までの間は、令和６年３月におけるターミナルケアマネジメ
ント加算の算定回数に３を乗じた数に令和６年４月から令和７年２月まで
の間におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数を加えた数が
15 以上である場合に要件を満たすこととするため、留意すること。

居宅介護支援 特定事業所医療介護連携加算
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⑿ 管理者の責務
指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護保険法の基本理念を踏まえた利

用者本位の指定居宅介護支援の提供を行うため、当該指定居宅介護支援
事業所の介護支援専門員等の管理、利用申込みに係る調整、業務の実施
状況の把握等を一元的に行うとともに、職員に指定基準の規定を遵守さ
せるために必要な指揮命令を行う必要がある。

また、管理者は、日頃から業務が適正に執行されているか把握するととも
に、従業者の資質向上や健康管理等、ワーク・ライフ・バランスの取れ
た働きやすい職場環境を醸成していくことが重要である。

居宅介護支援 管理者の責務
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(28)苦情処理
① 居宅基準第 36 条第１項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相談

窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所における苦情を処理するた
めに講ずる措置の概要について明らかにし、利用申込者又はその家族に
サービスの内容を説明する文書に苦情に対する措置の概要についても併
せて記載するとともに、事業所に掲示し、かつ、ウェブサイトに掲載す
ること等である。なお、ウェブサイトへの掲載に関する取扱いは、第３
の一の３の(24)の①に準ずるものとする。

苦情処理
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さらに、対象福祉用具（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に
関する基準（平成 11 年厚生省令第 37 号）第 199 条第２号に定める対象
福祉用具をいう。以下同じ。）を居宅サービス計画に位置づける場合には、
福祉用具の適時適切な利用及び利用者の安全を確保する観点から、基準第
13 条第５号の規定に基づき、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいず
れかを利用者が選択できることや、それぞれのメリット及びデメリット等、
利用者の選択に資するよう、必要な情報を提供しなければならない。

なお、対象福祉用具の提案を行う際、利用者の心身の状況の確認に当たって
は、利用者へのアセスメントの結果に加え、医師やリハビリテーション専
門職等からの意見聴取、退院・退所前カンファレンス又はサービス担当者
会議等の結果を踏まえることとし、医師の所見を取得する具体的な方法は、
主治医意見書による方法のほか、診療情報提供書又は医師から所見を聴取
する方法が考えられる。

なお、福祉用具貸与については、居宅サービス計画作成後必要に応じて随時
サービス担当者会議を開催して、利用者が継続して福祉用具貸与を受ける
必要性について専門的意見を聴取するとともに検証し、継続して福祉用具
貸与を受ける必要がある場合には、その理由を再び居宅サービス計画に記
載しなければならない。なお、対象福祉用具の場合については、福祉用具
専門相談員によるモニタリングの結果も踏まえること。

居宅介護支援と福祉用具
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居宅介護支援 事務手続･業務負担等取扱
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居宅介護支援 事務手続･業務負担等取扱
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■３ケアプランの軽微な変更の内容について（ケアプランの作成）
対象福祉用具の福祉用具貸与から特定福祉用具販売への変更

指定福祉用具貸与の提供を受けている対象福祉用具（指定居宅サービス等
の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号）
第199条第２号に定める対象福祉用具をいう。）をそのまま特定福祉用具
販売へ変更する場合に、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考
えられる。

なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、
変更する内容が同基準第13条第３号（継続的かつ計画的な指定居宅サー
ビス等の利用）から第12号（担当者に対する個別サービス計画の提出依
頼）までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって
軽微か否かを判断すべきものである。

Copyright (c) hiromasa sakakibara.All rights reserved.

居宅介護支援 事務手続･業務負担等取扱
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■４ ケアプランの軽微な変更の内容について（サービス担当者会議）
「利用者の状態に大きな変化が見られない」の取扱い

「利用者の状態に大きな変化が見られない」の取扱いについては、まずは
モニタリングを踏まえ、サービス事業者間（担当者間）の合意が前提で
ある。

その上で具体的には、「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目
の提示について」（平成11年11月12日老企第29号）の「課題分析標準項
目（別添）」等のうち、例えば、

・「健康状態及び心身の状況（身⻑、体重、BMI、血圧、既往歴、主傷病、症状、痛みの有無、
褥そうの有無等）、受診に関する状況（かかりつけ医・かかりつけ⻭科医の有無、その他
の受診先、受診頻度、受診方法、受診時の同行者の有無等）、服薬に関する状況（かかり
つけ薬局・かかりつけ薬剤師の有無、処方薬の有無、服薬している薬の種類、服薬の実施
状況等）、自身の健康に対する理解や意識の状況」

・ 「ＡＤＬ（寝返り、起き上がり、座位保持、立位保持、立ち上がり、移乗、移動方法（杖
や車椅子の利用有無等を含む）、歩行、階段昇降、食事、整容、更衣、入浴、トイレ動作
等）」
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居宅介護支援 事務手続･業務負担等取扱
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・「ＩＡDL（調理、掃除、洗濯、買物、服薬管理、金銭管理、電話、交通機関の利用、車の
運転等）」

・ 日常の意思決定を行うための認知機能の程度、判断能力の状況、認知症と診断されている
場合の中核症状及び行動・心理症状の状況（症状が見られる頻度や状況、背景になりうる
要因等）」

・ コミュニケーションの理解の状況、コミュニケーションの表出の状況（視覚、聴覚等の能
力、言語・非言語における意思疎通）、コミュニケーション機器・方法等（対面以外のコ
ミュニケーションツール（電話、PC、スマートフォン）も含む）」

・「１日及び１週間の生活リズム・過ごし方、日常的な活動の程度（活動の内容・時間、活動
量等）、休息・睡眠の状況（リズム、睡眠の状況（中途覚醒、昼夜逆転等）等）」

・「排泄の場所・方法、尿・便意の有無、失禁の状況等、後始末の状況等、排泄リズム（日
中・夜間の頻度、タイミング等）、排泄内容（便秘や下痢の有無等）」

・「入浴や整容の状況、皮膚や爪の状況（皮膚や爪の清潔状況、皮膚や爪の異常の有無等）、
寝具や衣類の状況（汚れの有無、交換頻度等）」

・「⻭の状態（⻭の本数、⽋損している⻭の有無等）、義⻭の状況（義⻭の有無、汚れ・破損
の有無等）、かみ合わせの状態、口腔内の状態（⻭の汚れ、⾆苔・口臭の有無、口腔乾燥
の程度、腫れ・出血の有無等）、口腔ケアの状況」

・「食事摂取の状況（食形態、食事回数、食事の内容、食事量、栄養状態、水分量、食事の準
備をする人等）、摂食嚥下機能の状態、必要な食事の量（栄養、水分量等）、食事制限の
有無」

・「行動・心理症状（ＢＰＳＤ）（妄想、誤認、幻覚、抑うつ、不眠、不安、攻撃的行動、不
穏、焦燥、性的脱抑制、収集癖、叫声、泣き叫ぶ、無気力等）」

等を総合的に勘案し、判断すべきものである。
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内容ぜひご登録くださいませ！
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■1月22日答申！3月8日解釈通知発出！
■サービスごとの速報LIVE＆アーカイブ動画
■経営者・管理者向けのグルコン、セミナーも！
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緊急開催！解釈通知含む！
サービス別解説！！
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動画リリースFacebookライブ時間日にち

11日以降居宅介護支援21:00～3月10日

小規模多機能21:30～

12日以降通所介護21:00～3月11日

通所リハビリテーション21:30～

15日以降特養21:00～3月14日

老健21:30～

18日以降特定施設21:00～3月17日

グループホーム21:30～

25日以降訪問介護21:00～3月22日

訪問看護21:30～

看護小規模多機能22:00～

※他のサービス、特定の分野については動画配信でお送りします
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内容是非、ご登録くださいませ！
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速習！サービス別解説！
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